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安全衛生管理推進計画の策定にあたって  

令和８年度版 

山形労働局 

Ⅰ なぜ、推進計画を策定するのか 

 各事業場の安全衛生管理の現状を正確に把握し、職場に潜在する危険有害要因といった安全衛

生管理上の問題点を的確に捉え、改善に向けての目標、実施事項を定めることにより、計画的、

体系的に改善、向上を図っていくことが目的です。 

 単なる思いつきや、発生した災害の再発防止対策のみを重点とした対策では、その場の安全は

確保されますが、継続的な職場全体の安全確保には結び付きにくく効果が期待できません。 

◎ 安全衛生活動の計画策定による効果、利点 

・ 経営トップが企業としての安全衛生基本方針を表明にすることにより、経営トップの安全衛

生に対する姿勢、経営活動における安全衛生の位置づけを明確にすることができる。 

・ 経営トップの方針に基づく計画的、体系的な安全衛生活動により、生産ライン（現場）と経

営トップ、安全衛生スタッフの相互協力の下、効果的な結果が期待できる。 

・ 計画の策定段階で、職場全体の安全衛生管理水準の現状が把握でき、問題点を明確にするこ

とができる。 

・ 労働災害等が発生する前に危険有害要因を排除することから、損害を被ることなく先取りの

安全衛生対策を講じることができる。 

・ 職場の隅々まで（労働者 1人 1人）に安全衛生に対する姿勢を浸透させ、安全衛生意識の高

揚を図ることができる。 

 

Ⅱ 推進計画策定の手順について 
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１ 安全衛生の基本方針 

 安全衛生水準の向上を図るために、事業場としての安全衛生に関する基本的な考え方として「基

本方針」を示す。 

◆ 一部の担当者（スタッフ）だけが安全衛生活動を行うのではなく、全社を挙げて取り組む

という姿勢を表明する 

◆ 経営活動のなかでの安全衛生の位置づけ、安全衛生活動の具体的な方向性を示す 

◆ 具体的で簡潔な表現（箇条書きなど）、分かりやすい言葉の方が効果的である 

  経営トップが表明する基本方針は、全労働者に大きな影響を与える大変重要なものである。 

２ 安全衛生管理の現状把握 

過年度の安全衛生活動実績を点検するとともに、過年度に掲げた目標に対する達成度を評価す

る。 

 また、計画策定に必要な基礎データを収集し、事業場における安全衛生管理の現状を把握する。 

   収集する主な基礎データとして、 

a. 前年度の年間計画及び活動記録 f. 健康診断の実施結果と評価に関する記録 

b. 過年度に発生した労働災害の記録 g. 安全衛生委員会の議事録 

c. リスクアセスメントによる情報収集 h. ヒヤリ・ハット事例報告 

d. 安全衛生パトロールの結果 i. 関係法令 

e. 作業環境測定結果 j. その他（労働者からの意見聴取、など） 

 

３ 問題点の分析 

把握した安全衛生管理の現状から、問題点、現状課題を分析する。分析に際しては、「どのよう

な問題がなぜ存在するのか？」といった根本的な原因、理由を追究する必要がある。 

◆ 安全衛生管理体制は充実しているか？ 

◆ 前年度の目標、計画に対する達成状況はどうか？ 

◆ 安全衛生活動を実施してみて不都合はなかったか？  

◆ 作業環境、機械設備、作業方法等に不具合はないか？ 

◆ 労働者の安全衛生活動の取組状況は？ 

 

４ 安全衛生目標の設定 

 安全衛生の基本方針に基づいて、一定期間内に達成すべき到達点を「安全衛生の目標」として

掲げる。 

 目標の設定にあたっては、 

■ 安全衛生の基本方針に基づいていること 

■ 特定された問題点を改善するために必要な実施事項を踏まえること 

■ 過年度における安全衛生活動状況、目標の達成状況、災害の発生状況等を考慮すること 

■ 高めに設定しつつも実現可能なものを設定すること 
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 安全衛生活動の進捗状況、達成度合いの把握・評価のしやすさを考慮すると、数値化した目標

を設定しておいたほうが管理しやすい。 

数値化した目標とは、  

機械設備の安全化の推進  機械設備全数の自動化 

作業環境の改善  騒音発生源の防音囲いで騒音レベルを８０ｄB 以下に 

健康管理の充実  健診結果有所見者の再検実施率を１００％に 

安全衛生教育の実施  安全衛生教育受講率１００％ 

ヒヤリハット報告の活性化  ヒヤリハット報告○○件以上の提出   など 

５ 推進計画の策定 

安全衛生の基本方針、安全衛生管理上の問題点等を踏まえて、安全衛生目標を達成するための

安全衛生管理推進計画を策定する。計画の策定に当たっては、目標達成のために労使一丸となっ

て取り組むことができ、安全衛生水準の向上に実効性のある計画内容が求められる。 

 重点実施事項は、その年度の事業場における安全衛生活動のキーポイントとなるものであり、

安全衛生の基本方針と安全衛生目標に示された経営トップの強い意志を反映した行動内容の原点

である。過年度に実施した安全衛生活動の実績を参考にし、本年度はどのような安全衛生活動を

重点的に取り組むかについて決定する。重点実施事項を決定する際には、機械設備の新規購入や

改善に要する予算措置、安全衛生活動を行う上での人材確保、実施時期など、実行可能性につい

ても検討する必要がある。 

 また、重点実施事項を具体化した具体的実施項目を策定し、一年間の安全衛生活動の全体像を

形づくる。実施項目ごとに「誰が･何を・いつまでに・どのように」実施するのかを具体的に決定

する。 

６ 労働者の意見の反映 

 事業場において効果的な安全衛生活動を行うためには、労働者の理解と協力が不可欠であり、

目標の設定、安全衛生推進計画の策定等の際には、労働者の意見を聴取し、これを反映すること

が必要である。 

例えば、 ・安全衛生委員会 ・職長会議 ・朝 礼 ・ミーティング 等を労働者から意見集

約する場として活用するとよい。 

７ 推進計画の承認 

 策定した安全衛生管理推進計画については、安全衛生の最高責任者である経営トップ、工場長

等から承認を得て、事業場における経営活動の一環として推進計画に基づいた安全衛生活動を展

開していく。 
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Ⅲ 安全衛生管理推進計画を策定したら 

１ 労働者への周知 

安全衛生管理推進計画の内容、趣旨を労働者に周知し、理解させることによって労使一丸とな

った安全衛生活動を展開する。そのため、計画内容や用いられる語句は、簡潔で分かりやすいも

のが望ましい。 

  周知方法の例 

・ 朝礼、職場ミーティング等で内容説明 

・ 社内掲示板、従業員用休憩室、各職場等に掲示 

・ 文書配布、社内通信に掲載  など 

２ 安全衛生計画の実施 ～ 活動状況の把握・点検 

実施した安全衛生活動については、活動内容を記録として保存し、安全衛生活動状況を把握し

ておく。 

また、安全衛生目標の達成度、推進計画に対する進捗状況を定期的に点検することにより、的

確な安全衛生活動に結び付ける。 

 なぜ、活動内容を記録に残す？ 

  ・ 担当者に変更があっても、継続的な活動を行うことができる 

  ・ 過去の失敗・成功例を現在、未来への教訓とすることができる（安全衛生技術の継承） 

  ・ 客観的に評価、比較ができる 

  ・ 目に見える安全衛生管理ができる  

３ 活動内容の見直し、改善  

 点検結果から、問題点の洗い出しを行い、今後に向けての改善策を検討する。 

安全衛生活動状況に対する点検、見直しが確実に行われるよう、あらかじめ点検、見直しを行

う担当部署、実施時期、実施方法について決めておくと良い。 

 

Ⅳ 計画を策定する上での留意事項 

○ 具体的で分かりやすく実行可能なものであること 

○ 計画倒れにならないこと 

○ マンネリ化を防ぐこと 

○ 現場（労働者）の意見が反映されていること 

○ 労働災害を防ぐにはどうするか、真剣な対策であること 

（とりあえずやろうといったものでは効果はない） 

○ 本社、支店、現場部門、それぞれの計画に一貫性があること 

 

◆安全衛生管理推進計画書を提出する際の留意事項 

「安全衛生管理推進計画書」は一部だけご提出いただければ結構です。５月末日までに所轄労働

基準監督署あてご提出ください。郵送でも構いませんが、事業場控えの方に監督署受付印を希望

される方は、返信用封筒もご準備ください。 



 

年間計画の取組例  

重 点 実 施 事 項 具 体 的 実 施 項 目 

安全衛生管理体制の充実 
１． 管理監督者の安全衛生に関する責任と権限を明確にし

た安全衛生管理規程等の整備 
２． 安全衛生推進者の選任、安全・衛生管理者の選任等、

安全衛生管理スタッフの充実と職務の励行及び生産ラ
インとの連携強化 

３． 安全衛生委員会の定期開催とその活動の活性化 
４．構内下請事業場を含めた総合的な安全衛生管理の推進 
５．建設業における安全衛生管理活動の定着化 
（１）元方事業者、関係請負人が一体となって安全衛生管

理（統括管理）を推進する体制の確立 
（２）店社安全衛生管理者等による現場に対する指導援助

体制の確立 

労働安全衛生姉地面とシステムに基づ

くリスクアセスメントの実施による危

険・有害性等の把握及び提言措置の実

施等 

１．リスクアセスメント実施体制の確立、整備 
２．機械設備、原材料、作業方法等の新規採用、変更時等

に際してのリスクアセスメントの実施 
３．建設物の設置、移転、解体時等に際してのリスクアセ

スメントの実施 
４．化学物質に係るリスクアセスメントの実施 
５．PDCA サイクルによる計画的な安全衛生活動の展開 

各段階における安全衛生教育の実施 

 
１．安全衛生教育計画の樹立 
２．安全衛生教育担当者の養成 
３．安全・衛生管理者等に対する能力向上教育の実施 
４．職長教育の実施 
５．危険有害業務従事者等に対する安全衛生教育の実施 
６．就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務における

有資格者の計画的養成、充足 
７．建設機械、移動式クレーン等の使用現場における関係

者に対する安全教育の実施 
８．教育実施状況の管理体制の充実 

作業者の安全衛生意識の高揚 

 

１．災害事例の分析、具体的な災害防止対策の樹立及びそ
の周知徹底 

２．４S 活動、危険予知活動、ヒヤリ・ハット活動、安全
改善提案制度等の安全衛生活動の導入・活性化 

３．安全朝礼、ツールボックスミーティングの実施 
４．「安全の日」等の設定 
５． ポスター、標語等の募集・掲示 
６．家庭に対する協力の呼びかけの実施 
７．「山形ゼロ災運動」「冬の労災をなくそう運動」「全国安

全週間」「全国労働衛生週間」「STOP!熱中症クールワー
クキャンペーン」などへの積極的な取り組み 

生産設備の安全化 

 

１．生産・荷役・重機等の機械、電気・化学設備等、その
レイアウトなどについての安全点検等の実施及びその
結果に基づく改善（改修、新設、代替など） 

２．機械設備の本質的安全化の促進及び定期（特定）自主
検査、点検整備の実施 

３．安全点検責任者の選任、点検記録簿の保存等、管理体
制の充実 



 

安全作業手順（マニュアル）の整備 
１．機械設備の運転操作、点検、修理及び運搬に係る安全

作業手順の整備 
２．非定常作業時の作業手順の整備 
３．機械化、自動化、新原材料の導入等に伴う作業手順の

見直し 
４．建設機械、クレーン等の安全な作業計画の確立、車輌

系建設機械等による用途外使用の禁止の徹底 

転倒災害防止活動の推進  

（一般的な転倒災害防止等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆STOP!転倒災害プロジェクトの取組  
１． 安全委員会等における転倒災害防止に係る現状と対策  
の調査審議  

２.「STOP!転倒災害プロジェクト」パンフレットにあるチ 
ェックリストの活用  

（１）安全衛生委員会等による職場巡視  
（２）職場環境の改善や労働者の意識啓発、職場巡視等  
３. 一般的な転倒災害防止対策  
（１）作業通路における段差や凹凸、突起物、継ぎ目等の 
  解消 
（２）４S（整理、整頓、清掃、清潔）の徹底による床面 

の水濡れ、油汚れ等のほか台車等の障害物の除去  
（３）照度の確保、手すりや滑り止めの設置、危険箇所の 

表示等の危険の「見える化」の推進  
（４）転倒災害防止のための安全な歩き方、作業方法の推 

進、作業内容に適した防滑靴やプロテクター等の着用 
の推進 

（５）視聴覚教材等を活用した転倒災害及び防止対策の繰 
り返しの注意喚起  

（６）事業場内の高年齢労働者が就業する箇所を確認し、 
定期的な職場点検、巡視の実施  

（７）転倒予防体操の励行 

転倒災害防止活動の推進  

（冬期間における転倒災害防止） 

 

◆山形労働局「冬の労災をなくそう運動」の取組  
１. 気象情報の活用によるリスク低減の実施  
２. 凍結等による転倒災害防止の徹底  
３. 屋外作業における対策の実施  
４. 交通労働災害防止対策の徹底  
５. 雪下ろし作業等における安全対策の実施  
６. 高年齢労働者対策  
７. 一酸化炭素等の中毒予防対策  
８. 雪崩災害防止対策の徹底 

労働衛生管理の推進 

(1) 作業環境管理に関すること 

 
１. 安全データシート(ＳＤＳ)の収集管理に基づく化学物
質の把握・管理体制の整備 

２. 有害性の低い原材料への変更、取扱い作業の廃止（有 
害物質の排除・代替化の促進）  

３. 有害なガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏、騒音等の有害 
要因にさらされる職場への作業環境測定の実施及びその 
結果に基づく作業環境の改善  

４. 局所排気装置、除じん装置、廃液処理装置等の機能の 
定期自主検査及び改善措置の実施  

５. 換気、採光、照明等の状態の点検及び改善措置の実施 



 

(2) 作業管理に関すること 

 

１．自動化、省力化等による作業負担の軽減の促進 
２．作業の動作、姿勢、速度、継続時間等の作業方法の調 

査、分析及びその結果に基づく作業方法の改善 
３．作業管理のための各種作業指針の周知徹底 
４．適切な保護具等の着用状況の確認と保守管理体制（保 

護具着用管理責任者の選任）の充実 
５．呼吸用保護具のフィットテスト実施 
６．休憩、休養設備の点検、整備、充実 

(3) 健康管理に関すること 

（メンタルヘルス対策を含む） 
１．産業医との連携強化 
２．健康診断の実施と健診結果に基づく事後措置の徹底  
３. メンタルヘルス対策の推進（心の健康づくり計画の策 
定） 

４．外部資源を活用した労働者及び管理者に対する各種ハ 
ラスメント防止に関する研修実施 

５. ストレスチェックの実施と集団分析結果等を活用した 
職場環境等改善の推進 

高年齢労働者の安全衛生対策の促進 

 
１．指針に基づいた各種対策を計画的に実施する 
２． 作業箇所の障害物の排除、機械設備、照明等作業環境

の改善 
３．取扱い物の重量軽減など作業方法、作業配置等の改善 
４．作業手順の確立及び適切な作業指揮の実施並びに安全

衛生教育の実施 
５．体力年齢測定の実施 
６．健康診断結果の事後措置の徹底 

新たな化学物質規制への対応（準備） 
１. 物質管理体系の見直し  
（１）ラベル表示・SDS 等による通知義務対象物質の確認  
（２）リスクアセスメント対象物について労働者のばく露

が最低限となる措置 
（３）皮膚への刺激性・腐食性・皮膚呼吸による健康障害

のおそれのあることが明らかな物質を取り扱う労働者
への保護具着用徹底 他 

２. 実施体制の確立  
（１）化学物質管理者の選任 
（２）保護具着用管理者の選任 
（３）雇い入れ時教育における化学物質に関する危険有害

性の教育 他 

治療と仕事（就業）の両立支援の推進 １．  
２． １．関係指針に基づき、必要な体制や社内規程等を整備 
３．  する。 

２． 相談窓口等を社内に設置する。 
３． 産業保健総合支援センター等の外部資源を活用し、 
 両立支援コーディネーターからのアドバイスを受ける。 



 

交通労働災害防止活動の推進 

 
１． 管理体制の確立（交通労働災害防止担当管理者の選任

など） 
２．適正な労働時間等の管理及び走行管理の徹底 
３．交通労働災害防止担当管理者、運転者等に対する教育

の実施 
４．交通労働災害防止に対する意識高揚のための取り組み 

快適な職場環境の形成の促進 

 
１．作業環境の管理 
２．作業方法の改善 
３．労働者の心身の疲労の回復をはかるための施設、設備 
の整備 

４．その他施設・設備の維持管理 

労働時間等労働条件適正化の促進 
１.労働時間の適正な把握の徹底  
２.時間外・休日労働の削減のための過重労働防止対策  
３.長時間勤務労働者に対する医師による面接指導の実施 
体制の整備及び健康管理の徹底 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


